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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板の表側に島状の熱伝導層を形成し、
　前記島状の熱伝導層を覆って絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に、前記島状の熱伝導層と重なる領域と重ならない領域とを有する島状半
導体層を形成し、
　前記透光性基板の前記表側から前記島状半導体層にレーザー光を照射し、且つ、前記レ
ーザー光のうち前記透光性基板を透過したレーザー光を反射板にて反射させることにより
、前記透光性基板の裏側から前記島状半導体層に前記反射したレーザー光を照射し、
　前記透光性基板の前記表側から前記レーザー光を照射し、前記裏側から前記反射したレ
ーザー光を照射することによって、前記島状半導体層を結晶化することを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記絶縁膜を、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を用いて形
成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記反射板の反射率が２０～９０％であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
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　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記島状の熱伝導層は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム及び酸化窒化アルミニウ
ムから選ばれた一種または複数種を用いて形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記島状の熱伝導層は、Ｓｉ、Ｎ、Ｏ、及びＭ（Ｍは、Ａｌ及び希土類元素から選ばれ
た少なくとも一種）を含む化合物を用いて形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記島状の熱伝導層は、Ｔａ、Ｔｉ、Ｃｒ、またはＷを用いて形成することを特徴とす
る半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記島状の熱伝導層は、熱伝導率が１０Ｗｍ－１Ｋ－１以上であることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一において、
　前記島状半導体層のうち、前記島状の熱伝導層と重なる領域をチャネル形成領域として
薄膜トランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、絶縁表面を有する基板上に形成する結晶構造を有する半導体膜の作製方法、並
びに該半導体膜を活性層に用いた半導体装置の作製方法に関する。特に、結晶質半導体層
で活性層を形成した薄膜トランジスタの作製方法に関する。尚、本明細書中において半導
体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指し、薄膜トランジスタ
を用いて形成されるアクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表される電気光学装置、
およびそのような電気光学装置を部品として搭載した電子機器を範疇とする。
【０００２】
【従来の技術】
絶縁表面を有する透光性基板上に非晶質半導体層を形成し、レーザーアニール法や熱アニ
ール法などで結晶化させた結晶質半導体層を活性層とした薄膜トランジスタ（Thin Film 
Transistor:以下、ＴＦＴと記す）が開発されている。絶縁基板には、バリウムホウケイ
酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板が多くの場合用いられている。こ
のようなガラス基板は石英基板と比べ耐熱性は劣るものの市販価格は安価であり、また大
面積基板を容易に製造できる利点を有している。
【０００３】
レーザーアニール法はガラス基板の温度をあまり上昇させず、非晶質半導体層にのみ高い
エネルギーを与えて結晶化させることができる結晶化技術として知られている。特に、波
長４００ｎｍ以下の短波長光を大出力で得られるエキシマレーザーは、この用途において
最も適していると考えられている。エキシマレーザーを用いたレーザーアニール法は、レ
ーザービームを被照射面においてスポット状や線状となるように光学系で加工し、その加
工されたレーザー光で基板上の被照射面を走査すること（レーザー光の照射位置を被照射
面に対して相対的に移動させる）により行う。例えば、線状レーザー光を用いたエキシマ
レーザーアニール法は、その長手方向と直角な方向だけの走査で被照射面全体をレーザー
アニールすることも可能であり、生産性に優れることからＴＦＴを用いる液晶表示装置の
製造技術として主流となりつつある。その技術は一枚のガラス基板上に画素部を形成する
ＴＦＴ（画素ＴＦＴ）と、画素部の周辺に設けられる駆動回路のＴＦＴを形成したモノシ
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リック型の液晶表示装置を可能とした。
【０００４】
しかし、レーザーアニール法で作製される結晶質半導体層は複数の結晶粒が集合して形成
され、その結晶粒の位置と大きさはランダムなものであった。ガラス基板上に作製される
ＴＦＴは、素子分離のために、結晶質半導体層を島状のパターンに分離して形成している
。その場合において、結晶粒の位置や大きさを指定して形成することはできなかった。結
晶粒の界面（結晶粒界）には、非晶質構造や結晶欠陥などに起因する再結合中心や捕獲中
心や結晶粒界におけるポテンシャル準位の影響により、キャリアの電流輸送特性が低下さ
せる原因があった。しかし、結晶の性質がＴＦＴの特性に重大な影響を及ぼすチャネル形
成領域を、結晶粒界の影響を排除して単一の結晶粒で形成することは殆ど不可能であった
。そのため結晶質シリコン膜を活性層とするＴＦＴは、単結晶シリコン基板に作製される
ＭＯＳトランジスタの特性と同等なものは今日まで得られていない。
【０００５】
このような問題点を解決するために、結晶粒を大きく成長させる試みがなされている。例
えば、「"High-Mobility Poly-Si Thin-Film Transistors Fabricated by a Novel Excim
er Laser Crystallization method", K.Shimizu, O.Sugiura and M.Matumura, IEEE Tran
sactions on Electron Devices vol.40, No.1, pp112-117,1993」には、基板上にＳｉ／
ＳｉＯ2／Ｓｉの３層構造の膜を形成し、エキシマレーザー光をその膜側と基板側の両側
から照射するレーザーアニール法についての報告がある。その方法によれば、ある所定の
エネルギー強度でレーザー光を照射することにより結晶粒の大粒形化を図ることができる
ことが示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記Ishiharaらの方法は、非晶質シリコン膜の下地材料の熱特性を局所的に変化させて、
基板への熱の流れを制御して温度勾配を持たせることを特徴としている。しかしながら、
そのためにガラス基板上に高融点金属層／酸化シリコン層／半導体膜の３層構造を形成し
ている。この半導体膜を活性層としてトップゲート型のＴＦＴを形成することは構造的に
は可能であるが、半導体膜と高融点金属層との間に設けられた酸化シリコン膜により寄生
容量が発生するので、消費電力が増加し、ＴＦＴの高速動作を実現することは困難となる
。
【０００７】
一方、高融点金属層をゲート電極とすることにより、ボトムゲート型または逆スタガ型の
ＴＦＴに対しては有効に適用できうると考えられる。しかし、前記３層構造において、半
導体膜の厚さを除いたとしても、高融点金属層と酸化シリコン層の膜厚は、結晶化工程に
おいて適した膜厚と、ＴＦＴ素子としての特性において適した膜厚とは必ずしも一致しな
いので、結晶化工程における最適設計と素子構造の最適設計とを両方同時に満足すること
はできない。
【０００８】
また、透光性のない高融点金属層をガラス基板の全面に形成すると、透過型の液晶表示装
置を製作することは不可能である。高融点金属層は熱伝導率が高いという点では有用であ
るが、高融点金属材料として使用されるクロム（Ｃｒ）膜やチタン（Ｔｉ）膜は内部応力
が高いので、ガラス基板との密着性に問題が生じる可能性が高い。さらに、内部応力の影
響はこの上層に形成する半導体膜へも及び、形成された結晶性半導体膜に歪みを与える力
として作用する可能性が大きい。
【０００９】
一方、ＴＦＴにおいて重要な特性パラメータであるしきい値電圧（以下、Ｖthと記す）を
所定の範囲内に制御するためには、チャネル形成領域の価電子制御の他に、活性層に密接
して絶縁膜で形成する下地膜やゲート絶縁膜の荷電欠陥密度を低減さることや、その内部
応力のバランスを考慮する必要があつた。このような要求に対して、酸化シリコン膜や酸
化窒化シリコン膜などのシリコンを構成元素として含む材料が適していた。従って、温度
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勾配を持たせるために高融点金属層を設けることは、そのバランスを崩してしまうことが
懸念される。
【００１０】
本発明はこのような問題点を解決するための技術であり、結晶粒の位置とその大きさを制
御した結晶質半導体膜を作製し、さらにその結晶質半導体膜をＴＦＴのチャネル形成領域
に用いることにより高速動作が可能なＴＦＴを実現する。さらに、そのようなＴＦＴを透
過型の液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス材料を用いた表示装置などのさまざ
まな半導体装置に適用できる技術を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
ガラスなどの基板上に形成した非晶質半導体層から結晶質半導体層を形成するためにレー
ザーアニール法を用いる。本発明のレーザーアニール法は、パルス発振型または連続発光
型のエキシマレーザーやアルゴンレーザーをその光源とし、光学系にて線状に形成された
レーザー光を島状半導体層に対して、島状半導体層が形成された基板の表側（本明細書中
では島状半導体層が形成されている面と定義する）と裏側（本明細書中では島状半導体層
が形成された面と反対側の面と定義する）との両方から照射する。
【００１２】
図２（Ａ）は本発明のレーザーアニール装置の構成を示す図である。レーザーアニール装
置は、レーザー発振器１２０１、光学系１１００、基板を固定するステージ１２０２を有
し、ステージ１２０２にはヒーター１２０３とヒータコントローラー１２０４が付加され
て、基板を１００～４５０℃まで加熱することができる。ステージ１２０２上には反射板
１２０５が設けられ、その上に基板１２０６を設置する。図２（Ａ）における構成のレー
ザーアニール装置の構成において、基板１２０６の保持方法を図２（Ｂ）を用いて説明す
る。ステージ１２０２に保持された基板１２０６は、反応室１２１３に設置されレーザー
光が照射される。反応室内は図示されていない排気系またはガス系により減圧状態または
不活性ガス雰囲気とすることができ、半導体膜を汚染させることなく１００～４５０℃ま
で加熱することができる。ステージ１２０２はガイドレール１２１６に沿って反応室内を
移動することができ、基板の全面に線状レーサー光を照射させることができる。レーザー
光は基板１２０６の上面に設けられた図示されていない石英製の窓から入射する。また、
図２（Ｂ）ではこの反応室１２１３にトランスファー室１２１０、中間室１２１１、ロー
ド・アンロード室１２１２が接続し、仕切弁１２１７、１２１８で分離されている。ロー
ド・アンロード室１２１２には複数の基板を保持することが可能なカセット１２１４が設
置され、トランスファー室１２１０に設けられた搬送ロボット１２１５により基板が搬送
される。基板１２０６'は搬送中の基板を表す。このような構成とすることによりレーザ
ーアニールを減圧下または不活性ガス雰囲気中で連続して処理することができる。
【００１３】
　図３は図２（Ａ）で示したレーザーアニール装置の光学系１１００の構成を説明する図
である。レーザー発振器１１０１にはエキシマレーザーやアルゴンレーザーなどを適用す
る。図３（Ａ）は光学系１１００を側面から見た図であり、レーザー発振器１１０１から
出たレーザー光はシリンドリカルレンズアレイ１１０２により縦方向に分割される。この
分割されたレーザー光はシリンドリカルレンズ１１０４により、一旦集光された後広がっ
て、ミラー１１０７で反射され、その後、シリンドリカルレンズ１１０８により照射面１
１０９で線状レーザー光となるようにする。これにより、線状レーザー光の幅方向のエネ
ルギー分布の均一化を図ることができる。また、図３（Ｂ）は光学系１１００を上面から
見た図であり、レーザー発振器１１０１から出たレーザー光はシリンドリカルレンズアレ
イ１１０３により横方向に分割される。その後、シリンドリカルレンズ１１０５により、
レーザー光は照射面１１０９で一つに合成される。これにより、線状レーザー光の長手方
向におけるエネルギー分布の均一化を図ることができる。
【００１４】
図１は本発明のレーザーアニール法の概念を説明する図である。ガラスなどの基板１００
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１上に絶縁膜１００２が形成され、その上に島状半導体層１００３が形成されている。絶
縁膜１００２は酸化シリコン膜や窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、およびアルミニ
ウムを成分とする絶縁膜などを適用し、これらの膜単体か若しくは適宣組み合わせて用い
る。そして、図３（Ａ）、（Ｂ）で説明した光学系１１００により、シリンドリカルレン
ズ１１０８と同等の機能を有するシリンドリカルレンズ１００５を通過したレーザー光は
線状レーザー光として島状半導体層１００３に照射される。島状半導体層１００３には、
シリンドリカルレンズ１００５を通過して直接島状半導体層１００３に照射する第１のレ
ーザー光成分１００６と、絶縁膜１００２と基板１００１を透過して、反射板１００４で
反射して、再度基板１００１と絶縁膜１００２を透過して島状半導体層１００３へ照射さ
れる第２のレーザー光成分１００７がある。いずれにしても、シリンドリカルレンズ１０
０５を通過したレーザー光は、集光される過程で基板表面に対し、４５～９０°の入射角
を持つので、反射板１００４で反射するレーザー光は、島状半導体層１００３の内側の方
向にも反射する。反射板１００４はアルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン
（ＴｉＮ）、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、窒化タングステン（ＷＮ）などで反
射表面を形成する。このように、反射表面を形成する材料を適宣選択することにより、そ
の反射率を２０～９０％の範囲で変化させることができ、基板１００１の裏側から入射す
るレーザー光の強度を変化させることができる。また、この反射表面を鏡面にしておくと
、２４０～３２０ｎｍの波長範囲で約９０％の正反射率が得られる。また、材質をアルミ
ニウムとして、その表面に数１００ｎｍの微細な凹凸形状を形成しておくと、拡散反射率
（積分反射率―正反射率）は５０～７０％が得られる。
【００１５】
このようにして、レーザー光は基板１００１の表面と裏面から照射され、この基板１００
１上に形成された島状半導体層１００３は両面からレーザーアニールされることになる。
レーザーアニール法では、照射するレーザー光の条件を最適なものとすることにより半導
体膜を瞬時に加熱して溶融させ、結晶核の発生密度とその結晶核からの結晶成長を制御し
ようとしている。エキシマレーザーの発振パルス幅は数ナノ秒～数十ナノ秒、例えば３０
ナノ秒であるので、パルス発振周波数を３０Ｈｚとして照射すると、そのレーザー光が照
射された領域の半導体層はパルスレーザー光により瞬時に加熱され、その加熱時間よりも
遥かに長い時間冷却される。
【００１６】
基板上に形成された島状半導体層に対して、一方の面のみからのレーザー光の照射では、
片側しか加熱されないので、加熱溶融と冷却固化のサイクルは急峻なものとなり、結晶核
の発生密度を制御できたとしても十分な結晶成長は期待できない。しかし、半導体層の両
方の面からレーザー光を照射するとこの加熱溶融と冷却固化のサイクルが緩やかなものと
なり、冷却固化の過程で結晶成長に許容される時間が相対的に長くなることにより、充分
な結晶成長を得ることができる。
【００１７】
　その過渡的な現象において、島状半導体層に温度分布をもたせ、温度変化の緩やかな領
域を設け核生成速度と核生成密度を制御することにより、結晶粒の大粒形化を図る。具体
的には、図１で示すように、島状半導体層１００３と下地膜１００２が重なる領域におい
て、下地膜１００２に膜厚の厚い部分を形成する。この部分は体積が増え熱容量が大きく
なるので、島状半導体層のパルスレーザー光の照射による温度変化のサイクルは（他の膜
厚の薄い部分と比較して）緩やかなものとなる。本発明はこのように、基板の表面側と裏
面側からレーザー光を照射して半導体層を直接加熱すると同時に、半導体層から基板側へ
の熱伝導制御と、半導体層の基板と水平方向への熱伝導（温度勾配に起因するもの）を利
用することにより、結晶粒の大粒形化を実現している。
【００１８】
島状半導体層を形成した基板の表面側と裏面側からレーザー光を照射する方法は、その他
に図４に示す構成を用いても良い。エキシマレーザーなどのレーザー発振器４０１から出
た光はシリンドリカルレンズアレイ４０２（または４０３）により分割される。この分割
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されたレーザー光はシリンドリカルレンズ４０４（または４０５）により一旦集光された
後広がってミラー４０８で反射される。この光路の途中にビームスプリッター４０６を置
き、光路を２分割する。一方のレーザー光はミラー４０７、４１３で反射され、シリンド
リカルレンズ４１４により線状レーザー光とされ、基板４１８の表側に照射する。このレ
ーザー光を第１のレーザー光とする。基板４１８の表側には下地膜４１９、島状半導体層
４２０が形成されている。他方のレーザー光はミラー４０８、４０９、４１１で反射され
、シリンドリカルレンズ４１２により線状レーザー光とされ、基板４１８の裏側に照射す
る。このレーザー光を第２のレーザー光とする。この光路の途中にはレーザー光の強度を
調節するためにアッテネータが設けられている。このような構成として、基板の表側と裏
側からレーザー光を照射しても、前述と同様に半導体層の結晶粒の大粒形化をすることが
できる。
【００１９】
本発明は、このようなレーザーアニール法をデュアルビームレーザーアニール法と呼び、
この方法を適用して島状半導体層の結晶粒の大粒形化を行う。そのような島状半導体層を
ＴＦＴの活性層に用いて、さらに各回路の機能に応じた構造を有するＴＦＴを有する半導
体装置を作製することにより半導体装置の高性能化を図る。
【００２０】
そして、このようなデュアルビームレーザーアニール法を用いる本発明の構成は、透光性
基板の一方の表面に第１の厚さの領域と、該第１の厚さよりも薄い第２の厚さの領域とを
有する下地膜が形成され、前記第１の厚さの領域は前記第２の厚さの領域よりも小さい面
積を有し、前記下地膜上の結晶構造を有する島状の半導体層は、前記第１の厚さの領域上
と前記第２の厚さの領域上にわたって形成されていることを特徴としている。
【００２１】
また、他の発明の構成は、透光性基板の一方の表面に島状に形成された熱伝導層が設けら
れ、前記透光性基板上の下地膜は、前記熱伝導層を覆って形成され、前記下地膜上の結晶
構造を有する島状の半導体層は、少なくとも一部が前記熱伝導層上に形成されていること
を特徴としている。
【００２２】
また、他の発明の構成は、透光性基板の一方の表面に第１の厚さの下地膜を形成する工程
と、前記下地膜の一部をエッチングして、第１の厚さの領域と、該第１の厚さよりも薄い
第２の厚さの領域とを形成する工程と、前記下地膜上に、前記第１の厚さの領域上と前記
第２の厚さの領域上にわたって島状半導体層を形成する工程と、前記透光性基板の一方の
表面側と、他方の表面側とから、前記島状半導体層にレーザー光を照射して、該島状半導
体層を結晶化させる工程とを有することを特徴としている。
【００２３】
また、他の発明の構成は、透光性基板の一方の表面に島状の熱伝導層を形成する工程と、
前記透光性基板上に、前記島状の熱伝導層を覆って第１の厚さの下地膜を形成する工程と
、前記下地膜上に形成され、前記島状の熱伝導層よりも大きな面積を有し、少なくとも一
部が前記島状の熱伝導層に重なる島状半導体層を形成する工程と、前記透光性基板の一方
の表面側と、他方の表面側とから、前記島状半導体層にレーザー光を照射して、該島状半
導体層を結晶化させる工程とを有することを特徴としている。
【００２４】
また、他の発明の構成は、透光性基板の一方の表面に第１の厚さの下地膜を形成する工程
と、前記下地膜の一部をエッチングして、第１の厚さの領域と、該第１の厚さよりも薄い
第２の厚さの領域とを形成する工程と、前記下地膜上に、前記第１の厚さの領域上と前記
第２の厚さの領域上にわたって島状半導体層を形成する工程と、前記透光性基板の一方の
表面側からレーザー光を照射し、かつ、前記島状半導体層の周辺の領域より入射して前記
透光性基板を透過したレーザー光を該透光性基板の他方の表面側に設けた反射板にて反射
させ前記透光性基板の他方の表面側から照射して、該島状半導体層を結晶化させる工程と
を有することを特徴としている。
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【００２５】
また、他の発明の構成は、透光性基板の一方の表面に島状の熱伝導層を形成する工程と、
前記透光性基板上に、前記島状の熱伝導層を覆って第１の厚さの下地膜を形成する工程と
、前記下地膜上に形成され、前記島状の熱伝導層よりも大きな面積を有し、少なくとも一
部が前記島状の熱伝導層に重なる島状半導体層を形成する工程と、前記透光性基板の一方
の表面側からレーザー光を照射し、かつ、前記島状半導体層の周辺の領域より入射して前
記透光性基板を透過したレーザー光を、該透光性基板の他方の表面側に設けた反射板にて
反射させ前記透光性基板の他方の表面側から照射して、該島状半導体層を結晶化させる工
程とを有することを特徴としている。
【００２６】
【発明の実施の形態】
[実施形態１]
本発明の実施形態を図５を用いて説明する。図５（Ａ）において、基板５０１にはバリウ
ムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどの無アルカリガラス基板を用いる。
例えば、コーニング社の#７０５９ガラスや#１７３７ガラス基などを好適に用いることが
できる。その他に、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）など光学的異方性を有しないプラスチッ
ク基板を用いることもできる。基板５０１の島状半導体層を形成する側の表面には、基板
５０１からのアルカリ金属元素などの不純物拡散を防ぐために、酸化シリコン膜、窒化シ
リコン膜または酸化窒化シリコン膜などの下地膜５０２を１００～３００ｎｍの厚さで形
成する。下地膜５０２はこれらの膜からなる一層で形成しても良いし、複数の膜を積層さ
せて形成しても良い。例えば、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ4、ＮＨ3、Ｎ2Ｏから作製され
る酸化窒化シリコン膜を形成する。
【００２７】
この下地膜５０２に膜厚の厚い部分と薄い部分を形成するために、写真蝕刻（フォトリソ
グラフィー）技術によりレジストのマスクを形成し、エッチング処理を施す。エッチング
はフッ酸を含む溶液を用いたウエットエッチングや、ＣＦ4を用いたドライエッチングな
どを適用することができる。いずれにしろ、３０～１００ｎｍの厚さエッチングすること
により下地膜５０２に膜厚の変化を持たせる。図５（Ａ）はその形状を模式的に示してい
る。
【００２８】
次に、２５～２００ｎｍ（好ましくは３０～１００ｎｍ）の厚さで非晶質構造を有する非
晶質半導体層５０３を、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などの公知の方法で形成する。例
えば、プラズマＣＶＤ法で非晶質シリコン膜を５５ｎｍの厚さに形成する。非晶質構造を
有する半導体膜には、非晶質半導体層や微結晶半導体膜があり、非晶質シリコンゲルマニ
ウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い。そして、図５（Ｂ）
に示すように非晶質半導体半導体層５０３から、島状半導体層５０４を形成する。島状半
導体層５０４は正方形、長方形、または任意の多角形とすることができる。
【００２９】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、デュアルビームレーザーアニール法により結晶化を行
う。その装置の構成および概念は、前述の様に図２～図４で説明したものと同様なものを
適用する。結晶化のためにはまず、非晶質半導体層が含有する水素を放出させておくこと
が望ましく、４００～５００℃で１時間程度の熱処理を行い含有する水素量を５ａｔｏｍ
ｉｃ％以下にしておくと良い。
【００３０】
レーザーアニール条件は実施者が適宣選択するものであるが、例えば、エキシマレーザー
のパルス発振周波数３０Ｈｚとし、レーザーエネルギー密度を１００～５００ｍＪ／ｃｍ
2(代表的には３００～３５０ｍＪ／ｃｍ2)として、線幅１００～１０００μｍ、例えば線
幅４００μｍの線状ビーム５０５を照射する。この線幅は島状半導体層５０４よりも大き
いものとし、１パルスの線状ビームで、少なくとも一つの島状半導体層５０４の基板側と
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は反対の表面の全面と、島状半導体層５０４の周辺を照射することができる。島状半導体
層５０４の周辺にある入射角θを持って照射された光の一部は基板の下側に置かれた反射
板に達し、そこで反射角θ'を持って反射された光の一部は島状半導体層５０４の基板側
の表面に照射される。このような線状ビームを用い、同じ場所を複数回照射する。或いは
、線状ビームを走査しながら複数回照射する。この時の線状ビームの重ね合わせ率（オー
バーラップ率）を５０～９８％として行うと良い。実際には照射パルス数を１０～４０パ
ルスとすると良い。レーザービームの形状は線状に限定されるものでなく、面状としても
同様に処理することができる。
【００３１】
このような、レーザーアニール方法において、島状半導体層５０４の周辺にある入射角θ
を持って照射された光は、基板５０１を通過する過程で約５０％減衰する。反射板の正反
射率を９０％としても、実際に島状半導体層５０４の基板側の表面に照射されるレーザー
光は、第１のレーザー光の１５～４０％程度であると考えられる。しかし、この程度の強
度の第２のレーザー光によっても島状半導体層５０４を十分に加熱することができる。そ
の結果、結晶成長を十分成し遂げさせることが可能となる。図２で示すステージ１２０２
に設けられたヒーター１２０３によっても基板を１００～４５０℃までの加熱が可能であ
るので島状半導体層を加熱することの効果をある程度得ることができるが、第２のレーザ
ー光による半導体層の加熱はこの温度以上の効果がある。
【００３２】
島状半導体層５０４の中心側まで第２のレーザー光を効果的に入射させるには、反射板を
アルミニウムとして、その表面に数１００ｎｍの微細な凹凸形状を形成して、拡散反射率
を５０～７０％としておくと有効である。これは、微細な凹凸形状の表面によりレーザー
光の散乱角が大きくなるためである。
【００３３】
図５（Ｃ）では、第１のレーザー光５０５と第２のレーザー光５０６とが島状半導体層に
照射される様子を示している。島状半導体層は下地膜膜５０２の膜厚の厚い領域（領域Ａ
）と薄い領域（領域Ｂ）とに分けてみることができる。いずれにしても島状半導体層はレ
ーザー光の照射により加熱され溶融状態となる。結晶核は溶融状態から固相状態へ移る冷
却過程で生成形成されるものと推定されているが、その核発生密度は、溶融状態の温度と
冷却速度とに相関があり、高温から急冷されると核発生密度が高くなる傾向が経験的知見
として得られている。
【００３４】
このような知見を基に推測すると、溶融状態から急激に冷却される領域Ｂでは結晶核の発
生密度が領域Ａよりも高くなり、ランダムに結晶核が発生することにより多数の結晶粒が
形成されやすく、それぞれの結晶核から成長する結晶粒の相互作用により粒形は小さくな
る。一方、領域Ａでは熱容量が領域Ｂと比較して相対的に大きいので温度も低くなる。そ
の結果、領域Ｂから領域Ａへ、基板表面と水平方向の熱拡散が発生し、領域Ａにおける温
度変化は緩やかなものとなり、結晶成長が十分成し遂げられる。このとき、領域Ａの核生
成密度を小さくすることにより結晶粒の大粒形化を図ることができる。このことから、領
域Ａの大きさを２～６μｍ程度とするのが良い。また、このような効果は、照射するパル
スレーザー光の繰り返しパルス数を増していくと顕著に現れる。
【００３５】
その結果、図５（Ｃ）に示すように結晶性半導体膜でなる島状半導体層５０７において、
領域Ａにおける結晶粒は２μｍ以上の大粒形が得られ、領域Ｂではそれに比較して小さな
結晶粒となる。図６はこの様子を示す上面図であり、島状半導体層６０１は領域Ａ６０２
（中央部の点線四角の内側）とそれ以外の領域Ｂ６０６とに分けてみることができる。領
域Ａ６０２における核生成領域６０３を中心として島状半導体層６０１の端部に向かって
結晶成長が進む。結晶性長端６０５の中心からの距離は１μｍ以上とすることができる（
図６では模式的に真円で示したが実際の形状は任意なものとなる）。
【００３６】



(9) JP 4637333 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

その後の工程において、島状半導体層５０７は、３～１００％の水素を含む雰囲気中で３
００～４５０℃の加熱処理、或いは、プラズマによって生成された水素を含む雰囲気中で
２００～４５０℃の加熱処理によって、残留する欠陥を中和することができる。このよう
にして作製された島状半導体層５０７の領域Ａの部分をチャネル形成領域としてＴＦＴの
活性層を作製することにより、ＴＦＴの特性を向上させることができる。
【００３７】
[実施形態２]
ＴＦＴの活性層とする結晶構造を有する島状半導体層の作製方法は、レーザーアニール法
のみから作製されるものではなく、本発明に関わるレーザーアニール法と熱アニール法を
併用させても良い。特に、熱アニール法による結晶化は、特開平７－１３０６５２号公報
で開示される触媒元素を用いる結晶化法にも応用すると、６００℃以下の温度で結晶化を
実現でき、このようにして作製された結晶質半導体層を本発明に関わるレーザーアニール
法で処理すると高品質の結晶質半導体層を得ることができる。このような実施形態を図７
を用いて説明する。
【００３８】
図７（Ａ）において、基板５１０には実施形態１で示したガラス基板を好適に用いること
ができる。その他、下地膜５１１、非晶質半導体層５１２は実施形態１と同様にして作製
する。そして、重量換算で５～１００ｐｐｍの触媒元素を含む水溶液をスピンコート法で
塗布して触媒元素を含有する層５１３を形成する。或いは、触媒元素を含有する層５１３
をスパッタ法や蒸着法などで形成しても良い。その場合、触媒元素を含有する層５１３の
厚さは０．５～２ｎｍとする。触媒元素にはニッケル（Ｎｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、
鉄（Ｆｅ）、パラジウム（Ｐｄ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、コバルト（Ｃｏ）、白金
（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）などである。
【００３９】
その後、まず４００～５００℃で１時間程度の熱処理を行い、非晶質半導体層の含有水素
量を５atomic％以下にする。そして、ファーネスアニール炉を用い、窒素雰囲気中で５５
０～６００℃で１～８時間、好ましくは５５０℃で４時間の熱アニールを行う。以上の工
程により結晶質シリコン膜から成る結晶質半導体層５１４を得ることができる（図７（Ｂ
））。この熱アニールによって作製された結晶質半導体層は、光学顕微鏡観察により巨視
的に観察すると局所的に非晶質領域が残存していることが観察されることがあり、このよ
うな場合、同様にラマン分光法では４８０ｃｍ-1にブロードなピークを持つ非晶質成分が
観測される。しかし、このような非晶質領域は本発明のデュアルビームレーザーアニール
法により容易に除去することが可能であり、良質な結晶質半導体層を得ることができる。
【００４０】
図７（Ｃ）に示すように結晶質半導体半導体層５１４から、島状半導体層５１５を形成す
る。この状態の基板に対して、図７（Ｄ）に示すように実施形態１と同様にしてデュアル
ビームレーザーアニールを施す。その結果、第１のレーザー光５１６および第２のレーザ
ー光５１７により一旦溶融状態を経て新に結晶構造を有する島状半導体層５１８が形成さ
れる。このようにして作製された島状半導体層５１８は、図５で説明した島状半導体層５
０７と比較して、同等かそれ以上の粒形の結晶粒を領域Ａを中心に作製することができる
。しかしながら、島状半導体層５１８中には触媒元素が１×１０17～１×１０19／ｃｍ3

程度の濃度で含まれている。
【００４１】
[実施形態３]
本発明のデュアルビームレーザーアニール法による半導体層の結晶化法は、島状に形成し
た半導体層に温度分布を持たせ、図５～７で説明したように、溶融状態から急激に冷却さ
れる領域Ｂと下地の熱容量が大きく緩やかに冷却される領域Ａを形成し、領域Ａにおいて
大粒形の結晶を成長させることに特徴がある。実施形態１及び実施形態２では下地膜の膜
厚を変化させて形成する例を示したが、そのような構成は他の方法を用いても実現するこ
とができる。
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【００４２】
図８はその一例を示し、実施形態１で述べたガラスなどの基板５２０上にタンタル（Ｔａ
）、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗなどの熱伝導層５２１を３０～１００ｎｍの厚さで島状にして設ける
。その上に設ける下地膜５２２はエッチング処理を施さず、非晶質半導体層５２３を積層
する。非晶質半導体層５２３から島状半導体層を形成した後、デュアルビームレーザーア
ニール法により第１のレーザー光５２４と第２のレーザー光５２５を照射することにより
、同様な結晶質半導体層５２６を得ることができる。結晶質半導体層５２６において、領
域Ａは熱伝導層５２１が形成されている領域がこれに相当し、それ以外の部分が領域Ｂに
相当する。
【００４３】
熱伝導層は熱伝導率が１０Ｗｍ-1Ｋ-1以上であることが望ましい。このような材料として
、アルミニウムの酸化物（酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）は熱伝導率が２０Ｗｍ-1Ｋ-1で
あり適している。また、酸化アルミニウムは化学量論比に限定されるものでなく、熱伝導
率特性と内部応力などの特性を制御するために、他の元素を添加しても良い。例えば、酸
化アルミニウムに窒素を含ませて、酸化窒化アルミニウム（ＡｌＮxＯ1-x：０．０２≦ｘ
≦０．５）を用いても良いし、アルミニウムの窒化物（ＡｌＮx）を用いることも可能で
ある。また、シリコン（Ｓｉ）、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）とＭ（Ｍはアルミニウム（Ａｌ
）または希土類元素から選ばれた少なくとも一種）を含む化合物を用いることができる。
例えば、ＡｌＳｉＯＮやＬａＳｉＯＮなどを好適に用いることができる。その他に、窒化
ホウ素なども適用することができる。上記の酸化物、窒化物、および化合物はいずれもス
パッタ法で形成することができる。これは所望の組成のターゲットを用い、アルゴン（Ａ
ｒ）や窒素などの不活性ガスを用いてスパッタすることにより形成できる。
【００４４】
また、図９は図８の熱伝導層５２１の代りに酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウム膜、
酸化窒化アルミニウム膜を主な成分とする透光性の熱伝導層５２７を設けた例を示す。こ
のような構成にして、デュアルビームレーザーアニール法により第１のレーザー光５２８
と第２のレーザー光５２９を照射することにより、同様な結晶質半導体層５３０を得るこ
とができる。ここでも、結晶質半導体層５３０において、領域Ａは絶縁層５２７が形成さ
れている領域がこれに相当し、それ以外の部分が領域Ｂに相当する。
【００４５】
以上のように本実施形態では、下地膜の下に熱伝導層を設け、半導体層の温度勾配を利用
する方法を、実施形態１で説明したデュアルビームレーザーアニール法に適用する例を示
したが、このような方法は実施形態２と組み合わせて実施しても良い。
【００４６】
【実施例】
[実施例１]
本発明の実施例を図１０～図１２を用いて説明する。ここでは、画素部のｎチャネル型Ｔ
ＦＴ（以下、画素ＴＦＴと記す）および保持容量と、画素部の周辺に設けられる駆動回路
のｎチャネル型ＴＦＴとｐチャネル型ＴＦＴとを同時に作製する方法について工程に従っ
て説明する。
【００４７】
図１０（Ａ）において、基板１０１にはコーニング社の＃７０５９ガラスや＃１７３７ガ
ラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラ
ス基板の他に、結晶化や活性化の工程をレーザーアニール法のみで行う場合には、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテル
サルフォン（ＰＥＳ）など光学的異方性を有しないプラスチック基板を用いることができ
る。ガラス基板を用いる場合には、ガラス歪み点よりも１０～２０℃程度低い温度であら
かじめ熱処理しておいても良い。
【００４８】
そして、基板１０１のＴＦＴの活性層とする島状半導体層を形成する表面に、基板１０１
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からの不純物拡散を防ぐために、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコ
ン膜などの下地膜１０２を形成する。例えば、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ4、ＮＨ3、Ｎ2

Ｏから作製される酸化窒化シリコン膜１０２ａを１０～１００ｎｍ、同様にＳｉＨ4、Ｎ2

Ｏから作製される酸化窒化水素化シリコン膜１０２ｂを１００～２００ｎｍの厚さに積層
形成する。このように下地膜１０２は２層構造としても良いが、上記材料の１層で形成し
ても良いし、２層以上の積層構造としても良い。いづれにしてもその厚さが１００～３０
０ｎｍ程度になるように形成する。
【００４９】
酸化窒化シリコン膜は従来の平行平板型のプラズマＣＶＤ法を用いて形成する。酸化窒化
シリコン膜１０２ａは、ＳｉＨ4を１０SCCM、ＮＨ3を１００SCCM、Ｎ2Ｏを２０SCCMとし
て反応室に導入し、基板温度３２５℃、反応圧力４０Ｐａ、放電電力密度０．４１Ｗ／ｃ
ｍ2、放電周波数６０ＭＨｚとした。一方、酸化窒化水素化シリコン膜１０２ｂは、Ｓｉ
Ｈ4を５SCCM、Ｎ2Ｏを１２０SCCM、Ｈ2を１２５SCCMとして反応室に導入し、基板温度４
００℃、反応圧力２０Ｐａ、放電電力密度０．４１Ｗ／ｃｍ2、放電周波数６０ＭＨｚと
した。これらの膜は、基板温度を変化させ、反応ガスの切り替えのみで連続して形成する
こともできる。また、酸化窒化シリコン膜１０２ａは基板を中心に考えて、その内部応力
が引張り応力となるように形成する。酸化窒化シリコン膜１０２ｂも同様な方向に内部応
力を持たせるが、酸化窒化シリコン膜１０２ａよりも絶対値で比較して小さい応力となる
ようにする。
【００５０】
この下地膜１０２に膜厚の厚い部分と薄い部分を形成するために、写真蝕刻（フォトリソ
グラフィー）技術によりレジストのマスクを形成し、エッチング処理を施す。エッチング
量によって段差が決まるが、概ね３０～１００ｎｍとするのが好ましい。例えば、１５０
ｎｍ酸化窒化シリコン膜１０２ｂを７５ｎｍエッチングするには、フッ酸を含む溶液を用
いたウエットエッチングを用いても良いし、ＣＦ4を用いたドライエッチングなどを適用
することができる。このようにして、下地膜１０２に凸形状を形成せしめ、模式的には図
１０（Ａ）で示す構造とする。このとき凸領域の大きさは、作製するＴＦＴの大きさを考
慮して適宣決めれば良いが、結晶核の生成数を制御する目的においては２～６μｍ程度の
大きさ（直径若しくは対角線長さ）が好ましい。
【００５１】
次に、２５～８０ｎｍ（好ましくは３０～６０ｎｍ）の厚さで非晶質構造を有する半導体
層１０３を、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などの方法で形成する。例えば、プラズマＣ
ＶＤ法で非晶質シリコン膜を５５ｎｍの厚さに形成する。非晶質構造を有する半導体膜に
は、非晶質半導体層や微結晶半導体膜があり、非晶質シリコンゲルマニウム膜や非晶質シ
リコン炭素膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い。
【００５２】
そして、まず非晶質構造を有する半導体層１０３から、公知のフォトリソグラフィー法を
使って、図１０（Ｂ）で示すように第１の形状を有する島状半導体層１０４'～１０８'を
形成する。図１３（Ａ）はこの状態における島状半導体層１０４'、１０５'の上面図であ
り、同様に図１４（Ａ）は島状半導体層１０８'の上面図を示す。図１３および図１４に
おいて、島状半導体層は長方形とし一辺が５０μｍ以下となるように形成するが、島状半
導体層の形状は任意なものとすることが可能で、好ましくはその中心部から端部までの最
小距離が５０μｍ以下となるような形態であればどのような多角形、或いは円形とするこ
ともできる。また、図１３における１０２ｂ－１、１０２ｂ－２および図１４における１
０２ｂ－５は各島状半導体層の下に形成される下地膜１０２の凸部の領域を示す。この凸
部が実施形態１～３で説明した領域Ａに相当し、その周辺が領域Ｂに相当する。
【００５３】
次に、このような第１の形状を有する島状半導体層１０４'～１０８'に対して結晶化の工
程を行う。結晶化の工程は、実施形態１～３で説明したいずれの方法を適用することも可
能である。いずれにしても、本発明に関わるデュアルビームレーザーアニール法を適用す
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ることにより、新に図１０（Ｂ）の第１の形状を有する島状半導体層１０４'～１０８'を
結晶化させることができる。この場合、非晶質シリコン膜の結晶化に伴って膜が緻密化し
、１～１５％程度収縮する。従って、このような結晶質シリコン膜から成る島状半導体層
は、基板を中心に考えて引張り応力を有していると考えられる。
【００５４】
このようにして作製する結晶質半導体層から成る島状半導体層は、凸部の領域を中心に大
きな結晶粒が得られ、島状半導体層の端部近傍においては結晶粒が小さくなる。従って、
結晶の特性が悪くなり、この部分でＴＦＴのチャネル形成領域を形成しても電界効果移動
度などの特性は悪くなる。
【００５５】
このような結晶の特性の悪い領域にかかってＴＦＴのゲート電極を形成すると、良好なＴ
ＦＴの特性は期待できない。さらに、オフ電流値（ＴＦＴのオフ状態で流れる電流値）が
増大したり、この領域に電流が集中して局部的に発熱したりする可能性もある。従って、
図１３（Ｂ）及び図１４（Ｂ）で示すように、第１の形状の島状半導体層の端部にゲート
電極がかからないようにするため、これから第２の形状の島状半導体層１０４、１０５、
１０８を形成する。同図中点線で示す１０４'、１０５'、１０８'は第１の形状の島状半
導体層があった領域を示し、少なくともその領域の端部にゲート電極がかからないように
エッチング除去する。この第２の形状の島状半導体層１０４、１０５、１０８の形状は任
意な形状のものとすれば良い。図１０（Ｂ）において示されるその他の島状半導体層も同
様な取り扱いとする。
【００５６】
そして、第２の形状の島状半導体層１０４～１０８を形成した後、この島状半導体層１０
４～１０８を覆って、プラズマＣＶＤ法またはスパッタ法により５０～１００ｎｍの厚さ
の酸化シリコン膜によるマスク層１１６を形成する。そして、これらの島状半導体層に対
し、ＴＦＴのしきい値電圧（Ｖth）を制御する目的でｐ型を付与する不純物元素を１×１
０16～５×１０17／ｃｍ3程度の濃度で島状半導体層の全面に添加しても良い。半導体に
対してｐ型を付与する不純物元素には、ホウ素（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム
（Ｇａ）など周期律表第１３族の元素が知られている。その方法として、イオン注入法や
イオンドープ法を用いることができるが、大面積基板を処理するにはイオンドープ法が適
している。イオンドープ法ではジボラン（Ｂ2Ｈ6）をソースガスとして用いホウ素（Ｂ）
を添加する。このような不純物元素の注入は必ずしも必要でなく省略しても差し支えない
が、特にｎチャネル型ＴＦＴのしきい値電圧を所定の範囲内に収めるために好適に用いる
手法である。
【００５７】
駆動回路のｎチャネル型ＴＦＴのＬＤＤ領域を形成するために、ｎ型を付与する不純物元
素を島状半導体層１０５、１０７に選択的に添加する。そのため、あらかじめレジストマ
スク１１１～１１５を形成する。ｎ型を付与する不純物元素としては、リン（Ｐ）や砒素
（Ａｓ）を用いれば良く、ここではリン（Ｐ）を添加すべく、フォスフィン（ＰＨ3）を
用いたイオンドープ法を適用する。本明細書においてここで形成された不純物領域１１７
、１１８は第１の低濃度ｎ型不純物領域と呼び、この領域のリン（Ｐ）濃度は２×１０16

～５×１０19／ｃｍ3の範囲とする。そして、その濃度を（ｎ-）と表記する。また、不純
物領域１１９は、画素マトリクス回路の保持容量を形成するための半導体層であり、この
領域にも同じ濃度でリン（Ｐ）を添加する（図１０（Ｃ））。
【００５８】
　次に、添加した不純物元素を活性化させる工程を行う。活性化は、窒素雰囲気中にて５
００～６００℃で１～４時間の熱処理や、レーザー活性化の方法により行うことができる
。また、両者を併用して行っても良い。レーザー活性化の方法による場合、ＫｒＦエキシ
マレーザー光（波長２４８ｎｍ）を用い、線状ビームを形成して、発振周波数５～５０Ｈ
ｚ、エネルギー密度１００～５００ｍＪ／ｃｍ２として線状ビームのオーバーラップ割合
を８０～９８％として走査して、島状半導体層が形成された基板全面を処理した。尚、レ
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ーザー光の照射条件には何ら限定される事項はなく、実施者が適宣決定すれば良い。マス
ク層１１６はこの段階でフッ酸などの溶液でエッチング除去する。
【００５９】
図１０（Ｄ）において、ゲート絶縁膜１７０はプラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い
、膜厚を４０～１５０ｎｍとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。例えば、１２０ｎｍ
の厚さで酸化窒化シリコン膜を形成する。また、ＳｉＨ4とＮ2ＯにＯ2を添加させて作製
された酸化窒化シリコン膜は、膜中の固定電荷密度が低減されこの用途に対して好ましい
材料である。勿論、ゲート絶縁膜１７０はこのような酸化窒化シリコン膜に限定されるも
のでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。いずれ
にしても、ゲート絶縁膜１７０は基板を中心に考え圧縮応力となるように形成する。
【００６０】
そして、図１０（Ｄ）に示すように、ゲート絶縁膜１７０上にゲート電極を形成する耐熱
性導電層を形成する。耐熱性導電層は単層で形成しても良いが、必要に応じて二層あるい
は三層といった複数の層から成る積層構造としても良い。このような耐熱性導電性材料を
用い、導電性の窒化物金属膜から成る導電層（Ａ）１２０と金属膜から成る導電層（Ｂ）
１２１とを積層した構造とすると良い。導電層（Ｂ）１２１はＴａ、Ｔｉ、モリブデン（
Ｍｏ）、Ｗから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金か、前記元素を組み合
わせた合金膜（代表的にはＭｏ－Ｗ合金膜、Ｍｏ－Ｔａ合金膜）で形成すれば良く、導電
層（Ａ）１２０は窒化タンタル（ＴａＮ）、ＷＮ、ＴｉＮ、窒化モリブデン（ＭｏＮ）な
どで形成する。また、導電層（Ａ）１２０はタングステンシリサイド、チタンシリサイド
、モリブデンシリサイドを適用しても良い。導電層（Ｂ）１２１は低抵抗化を図るために
含有する不純物濃度を低減させることが好ましく、特に酸素濃度に関しては３０ｐｐｍ以
下とすると良かった。例えば、Ｗは酸素濃度を３０ｐｐｍ以下とすることで２０μΩｃｍ
以下の比抵抗値を実現することができる。
【００６１】
導電層（Ａ）１２０は１０～５０ｎｍ（好ましくは２０～３０ｎｍ）とし、導電層（Ｂ）
１２１は２００～４００ｎｍ（好ましくは２５０～３５０ｎｍ）とすれば良い。Ｗ膜でゲ
ート電極を形成する場合には、Ｗをターゲットとしたスパッタ法で、アルゴン（Ａｒ）ガ
スと窒素（Ｎ2）ガスを導入して導電層（Ａ）１２０をＷＮ膜で５０ｎｍの厚さに形成し
、導電層（Ｂ）１２１をＷ膜で２５０ｎｍの厚さに形成する。その他の方法として、Ｗ膜
は６フッ化タングステン（ＷＦ6）を用いて熱ＣＶＤ法で形成することもできる。いずれ
にしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、Ｗ膜の抵抗率は
２０μΩｃｍ以下にすることが望ましい。Ｗ膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を
図ることができるが、Ｗ膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高
抵抗化する。このことより、スパッタ法による場合、純度９９．９９９９％のＷターゲッ
トを用い、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十分配慮してＷ膜を形
成することにより、抵抗率９～２０μΩｃｍを実現することができる。
【００６２】
一方、導電層（Ａ）１２０にＴａＮ膜を、導電層（Ｂ）１２１にＴａ膜を用いる場合には
、同様にスパッタ法で形成することが可能である。ＴａＮ膜はＴａをターゲットとしてス
パッタガスにＡｒと窒素との混合ガスを用いて形成し、Ｔａ膜はスパッタガスにＡｒを用
いる。また、これらのスパッタガス中に適量のＸｅやＫｒを加えておくと、形成する膜の
内部応力を緩和して膜の剥離を防止することができる。α相のＴａ膜の抵抗率は２０μΩ
ｃｍ程度でありゲート電極に使用することができるが、β相のＴａ膜の抵抗率は１８０μ
Ωｃｍ程度でありゲート電極とするには不向きであった。ＴａＮ膜はα相に近い結晶構造
を持つので、この上にＴａ膜を形成すればα相のＴａ膜が容易に得られた。尚、図示しな
いが、導電層（Ａ）１２０の下に２～２０ｎｍ程度の厚さでリン（Ｐ）をドープしたシリ
コン膜を形成しておくことは有効である。これにより、その上に形成される導電膜の密着
性向上と酸化防止を図ると同時に、導電層（Ａ）１２０または導電層（Ｂ）１２１が微量
に含有するアルカリ金属元素がゲート絶縁膜１７０に拡散するのを防ぐことができる。い
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ずれにしても、導電層（Ｂ）１２１は抵抗率を１０～５０μΩｃｍの範囲ですることが好
ましい。
【００６３】
　そして、フォトリソグラフィーの技術を使用してレジストマスク１２２～１２７を形成
し、導電層（Ａ）１２０と導電層（Ｂ）１２１とを一括でエッチングしてゲート電極１２
８～１３２と容量配線１３３を形成する。ゲート電極１２８～１３２と容量配線１３３は
、導電層（Ａ）から成る１２８ａ～１３３ａと、導電層（Ｂ）から成る１２８ｂ～１３３
ｂとが一体として形成されている（図１１（Ａ））。また、この状態における島状半導体
層１０４、１０５とゲート電極１２８、１２９との位置関係を図１３（Ｃ）に上面図とし
て示す。同様に島状半導体層１０８とゲート電極１３２、容量配線１３３の関係を図１４
（Ｃ）に示す。図１３（Ｃ）および図１４（Ｃ）において、ゲート絶縁膜１７０は省略し
て示す。
【００６４】
導電層（Ａ）および導電層（Ｂ）をエッチングする方法は実施者が適宣選択すれば良いが
、前述のようにＷを主成分とする材料で形成されている場合には、高速でかつ精度良くエ
ッチングを実施するために高密度プラズマを用いたドライエッチング法を適用することが
望ましい。高密度プラズマを得る方法として、マイクロ波プラズマや誘導結合プラズマ（
Inductively Coupled Plasma：ＩＣＰ）エッチング装置を用いると良い。例えば、ＩＣＰ
エッチング装置を用いたＷのエッチング法は、エッチングガスにＣＦ4とＣｌ2の２種のガ
スを反応室に導入し、圧力０．５～１．５Ｐａ（好ましくは１Ｐａ）とし、誘導結合部に
２００～１０００Ｗの高周波（１３．５６ＭＨｚ）電力を印加する。この時、基板が置か
れたステージには２０Ｗの高周波電力が印加され、自己バイアスで負電位に帯電すること
により、正イオンが加速されて異方性のエッチングを行うことができる。ＩＣＰエッチン
グ装置を使用することにより、Ｗなどの硬い金属膜も２～５ｎｍ／秒のエッチング速度を
得ることができる。また、残渣を残すことなくエッチングするためには、１０～２０％程
度の割合でエッチング時間を増しオーバーエッチングをすると良い。しかし、この時に下
地とのエッチングの選択比に注意する必要がある。例えば、Ｗ膜に対する酸化窒化シリコ
ン膜（ゲート絶縁膜１７０）の選択比は２．５～３であるので、このようなオーバーエッ
チング処理により、酸化窒化シリコン膜が露出した面は２０～５０ｎｍ程度エッチングさ
れて実質的に薄くなった。
【００６５】
そして、画素ＴＦＴにＬＤＤ領域を形成するために、ｎ型を付与する不純物元素添加の工
程（ｎ--ドープ工程）を行う。ここでは、ゲート電極１２８～１３２をマスクとして自己
整合的にｎ型を付与する不純物元素をイオンドープ法で添加する。ｎ型を付与する不純物
元素として添加するリン（Ｐ）の濃度は１×１０16～５×１０19／ｃｍ3の濃度範囲で添
加する。このようにして、図１１（Ｂ）に示すように島状半導体層に第２の低濃度ｎ型不
純物領域１３４～１３７を形成する。
【００６６】
次に、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する島状半導体層に対して、ソース領域またはドレイン
領域として機能する高濃度ｎ型不純物領域の形成を行う（ｎ+ドープ工程）。まず、レジ
ストのマスク１３８～１４１を形成し、ｎ型を付与する不純物元素を添加して高濃度ｎ型
不純物領域１４２～１４７を形成する。この領域のｎ型を付与する不純物元素にはリン（
Ｐ）を用い、その濃度が１×１０20～１×１０21／ｃｍ3の濃度範囲となるようにフォス
フィン（ＰＨ3）を用いたイオンドープ法で行う（図１１（Ｃ））。
【００６７】
そして、ｐチャネル型ＴＦＴを形成する島状半導体層１０４、１０６にソース領域および
ドレイン領域とする高濃度ｐ型不純物領域１５１～１５４を形成する。ここでは、ゲート
電極１２８、１３０をマスクとしてｐ型を付与する不純物元素を添加し、自己整合的に高
濃度ｐ型不純物領域を形成する。このとき、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する島状半導体膜
１０５、１０７、１０８は、レジストマスク１４８～１５０を形成し全面を被覆しておく
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。高濃度ｐ型不純物領域１５１～１５４はジボラン（Ｂ2Ｈ6）を用いたイオンドープ法で
形成する。この領域のボロン（Ｂ）濃度は３×１０20～３×１０21／ｃｍ3となるように
する（図１１（Ｄ））。この高濃度ｐ型不純物領域１５１～１５４には、前工程において
リン（Ｐ）が添加されていて、高濃度ｐ型不純物領域１５２、１５４には１×１０20～１
×１０21／ｃｍ3の濃度で、高濃度ｐ型不純物領域１５１、１５３には１×１０16～５×
１０19／ｃｍ3の濃度で含有しているが、この工程で添加するボロン（Ｂ）の濃度を１．
５から３倍となるようにすることにより、ｐチャネル型ＴＦＴのソース領域およびドレイ
ン領域として機能する上で何ら問題はない。
【００６８】
　その後、図１２（Ａ）に示すように、ゲート電極およびゲート絶縁膜上に第１の層間絶
縁膜１５５を形成する。第１の層間絶縁膜は酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化
シリコン膜、またはこれらを組み合わせた積層膜で形成すれば良い。いずれにしても第１
の層間絶縁膜１５５は無機絶縁物材料から形成する。第１の層間絶縁膜１５５の膜厚は１
００～２００ｎｍとする。ここで、酸化シリコン膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法
で、オルトケイ酸テトラエチル（Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌ　Ｏｒｔｈｏ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ
：ＴＥＯＳ）とＯ２とを混合し、反応圧力４０Ｐａ、基板温度３００～４００℃とし、高
周波（１３．５６ＭＨｚ）電力密度０．５～０．８Ｗ／ｃｍ２で放電させて形成すること
ができる。酸化窒化シリコン膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ４、Ｎ２Ｏ
、ＮＨ３から作製される酸化窒化シリコン膜、またはＳｉＨ４、Ｎ２Ｏから作製される酸
化窒化シリコン膜で形成すれば良い。この場合の作製条件は反応圧力２０～２００Ｐａ、
基板温度３００～４００℃とし、高周波（６０ＭＨｚ）電力密度０．１～１．０Ｗ／ｃｍ
２で形成することができる。また、ＳｉＨ４、Ｎ２Ｏ、Ｈ２から作製される酸化窒化水素
化シリコン膜を適用しても良い。窒化シリコン膜も同様にプラズマＣＶＤ法でＳｉＨ４、
ＮＨ３から作製することが可能である。このような第１の層間絶縁膜は、基板を中心に考
えて圧縮応力となるように形成する。
【００６９】
その後、それぞれの濃度で添加されたｎ型またはｐ型を付与する不純物元素を活性化する
工程を行う。この工程はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行う。その他に、
レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法（ＲＴＡ法）を適用することが
できる。熱アニール法では酸素濃度が１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下の窒素
雰囲気中で４００～７００℃、代表的には５００～６００℃で行うものであり、本実施例
では５５０℃で４時間の熱処理を行った。また、基板１０１に耐熱温度が低いプラスチッ
ク基板を用いる場合にはレーザーアニール法を適用することが好ましい。
【００７０】
活性化の工程の後、さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～４５０℃で
１～１２時間の熱処理を行い、第２の形状の島状半導体層を水素化する工程を行う。この
工程は熱的に励起された水素により第２の形状の島状半導体層にある１０16～１０18／ｃ
ｍ3のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ水
素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。また、３００～４５０
℃の加熱処理により、下地膜１０２の酸化窒化水素化シリコン膜１０２ｂ、第１の層間絶
縁膜１５５の酸化窒化シリコン膜の水素を拡散させて島状半導体層を水素化しても良い。
【００７１】
活性化および水素化の工程が終了したら、有機絶縁物材料からなる第２の層間絶縁膜１５
６を１．０～２．０μｍの平均厚を有して形成する。有機樹脂材料としては、ポリイミド
、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）等を使用す
ることができる。例えば、基板に塗布後、熱重合するタイプのポリイミドを用いる場合に
は、クリーンオーブンを用い３００℃で焼成して形成する。また、アクリルを用いる場合
には、２液性のものを用い、主材と硬化剤を混合した後、スピナーを用いて基板全面に塗
布した後、ホットプレートで８０℃で６０秒の予備加熱を行い、さらにクリーンオーブン
を用い２５０℃で６０分焼成して形成することができる。
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【００７２】
第２の層間絶縁膜を有機絶縁物材料で形成することにより、表面を良好に平坦化させるこ
とができる。また、有機樹脂材料は一般に誘電率が低いので、寄生容量を低減することが
できる。しかし、吸湿性があり保護膜としては適さないので、本実施例のように、第１の
絶縁膜１５５として形成した酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン膜など
と組み合わせて用いる必要がある。
【００７３】
その後、フォトマスクを用い、所定のパターンのレジストマスクを形成し、それぞれの島
状半導体膜に形成されたソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールを形成
する。コンタクトホールの形成はドライエッチング法により行う。この場合、エッチング
ガスにＣＦ4、Ｏ2、Ｈｅの混合ガスを用い有機樹脂材料から成る第２の層間絶縁膜１５６
をまずエッチングし、その後、続いてエッチングガスをＣＦ4、Ｏ2として第１の絶縁膜１
５５をエッチングする。さらに、島状半導体層との選択比を高めるために、エッチングガ
スをＣＨＦ3に切り替えてゲート絶縁膜１７０をエッチングすることにより、良好にコン
タクトホールを形成することができる。
【００７４】
そして、導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成し、レジストマスクパターンを
形成し、エッチングによってソース配線１５７～１６１とドレイン配線１６２～１６６を
形成する。ドレイン配線１６７は隣接する画素のドレイン配線を示す。ここで、ドレイン
配線１６６は画素電極として機能するものである。図示していないが、本実施例ではこの
電極を、Ｔｉ膜を５０～１５０ｎｍの厚さで形成し、島状半導体層のソースまたはドレイ
ン領域を形成する半導体膜とコンタクトを形成し、そのＴｉ膜上に重ねてアルミニウム（
Ａｌ）を３００～４００ｎｍの厚さで形成して配線する。
【００７５】
図１３（Ｄ）はこの状態における島状半導体層１０４、１０５、ゲート電極１２８、１２
９、ソース配線１５７、１５８およびドレイン配線１６２、１６３の上面図を示す。ソー
ス配線１５７、１５８は図示されていない第２の層間絶縁膜および第１の絶縁膜に設けら
れたコンタクトホールによって、島状半導体層１０４、１０５とそれぞれ２３０、２３３
で接続している。また、ドレイン配線１６２、１６３は２３１、２３２で島状半導体層１
０４、１０５と接続している。同様に、図１４（Ｄ）では島状半導体層１０８、ゲート電
極１３２、容量配線１３３、ソース配線１６１およびドレイン配線１６６の上面図を示し
、ソース配線１６１はコンタクト部２３４で、ドレイン配線１６６はコンタクト部２３５
でそれぞれ島状半導体層１０８と接続している。
【００７６】
この状態でソース配線１５７～１６１とドレイン配線１６２～１６６とそれぞれの島状半
導体層とのコンタクト部の接触を良好なものとするために熱処理を行う。熱処理はクリー
ンオーブンを用い、２００～３００℃で１～４時間の範囲で行う。
【００７７】
こうして同一の基板上に、駆動回路のＴＦＴと画素部の画素ＴＦＴとを有した基板を完成
させることができる。駆動回路には第１のｐチャネル型ＴＦＴ２００、第１のｎチャネル
型ＴＦＴ２０１、第２のｐチャネル型ＴＦＴ２０２、第２のｎチャネル型ＴＦＴ２０３、
画素部には画素ＴＦＴ２０４、保持容量２０５が形成されている。本明細書では便宜上こ
のような基板をアクティブマトリクス基板と呼ぶ。
【００７８】
駆動回路の第１のｐチャネル型ＴＦＴ２００には、第2の形状の島状半導体膜１０４にチ
ャネル形成領域２０６、高濃度ｐ型不純物領域から成るソース領域２０７ａ、２０７ｂ、
ドレイン領域２０８ａ，２０８ｂを有したシングルドレインの構造を有している。第１の
ｎチャネル型ＴＦＴ２０１には、第2の形状の島状半導体膜１０５にチャネル形成領域２
０９、ゲート電極１２９と重なるＬＤＤ領域２１０、ソース領域２１２、ドレイン領域２
１１を有している。このＬＤＤ領域において、ゲート電極１２９と重なるＬＤＤ領域をＬ
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ovとしてそのチャネル長方向の長さは０．５～３．０μｍ、好ましくは１．０～２．０μ
ｍとした。ｎチャネル型ＴＦＴにおけるＬＤＤ領域の長さをこのようにすることにより、
ドレイン領域近傍に発生する高電界を緩和して、ホットキャリアの発生を防ぎ、ＴＦＴの
劣化を防止することができる。駆動回路の第２のｐチャネル型ＴＦＴ２０２は同様に、第
2の形状の島状半導体膜１０６にチャネル形成領域２１３、高濃度ｐ型不純物領域から成
るソース領域２１４ａ、２１４ｂ、ドレイン領域２１５ａ，２１５ｂを有したシングルド
レインの構造を有している。第２のｎチャネル型ＴＦＴ２０３には、第2の形状の島状半
導体膜１０７にチャネル形成領域２１６、ゲート電極１３１と一部が重なるＬＤＤ領域２
１７、２１８、ソース領域２２０、ドレイン領域２１９が形成されている。このＴＦＴの
ゲート電極１３１と重なるＬovの長さも０．５～３．０μｍ、好ましくは１．０～２．０
μｍとした。また、ゲート電極１３１と重ならないＬＤＤ領域をＬoffとして、このチャ
ネル長方向の長さは０．５～４．０μｍ、好ましくは１．０～２．０μｍとした。画素Ｔ
ＦＴ２０４には、島状半導体膜１０８にチャネル形成領域２２１、２２２、ＬＤＤ領域２
２３～２２５、ソースまたはドレイン領域２２６～２２８を有している。ＬＤＤ領域（Ｌ
off）のチャネル長方向の長さは０．５～４．０μｍ、好ましくは１．５～２．５μｍで
ある。さらに、容量配線１３３と、ゲート絶縁膜と同じ材料から成る絶縁膜と、画素ＴＦ
Ｔ２０４のドレイン領域２２８に接続する半導体層２２９とから保持容量２０５が形成さ
れている。図１２（Ｂ）では画素ＴＦＴ２０４をダブルゲート構造としたが、シングルゲ
ート構造でも良いし、複数のゲート電極を設けたマルチゲート構造としても差し支えない
。
【００７９】
図１５はこのようなアクティブマトリクス基板の画素部のほぼ一画素分を示す上面図であ
る。図中に示すＡ－Ａ'断面が図１２（Ｂ）に示す画素部の断面図に対応している。画素
ＴＦＴ２０４において、ゲート配線を兼ねるゲート電極１３２は、図示されていないゲー
ト絶縁膜を介してその下の島状半導体層１０８と交差している。図示はしていないが、島
状半導体層には、ソース領域、ドレイン領域、ＬＤＤ領域が形成されている。また、２３
４はソース配線１６１とソース領域２２６とのコンタクト部、２３５はドレイン配線１６
６とドレイン領域２２８とのコンタクト部である。保持容量２０５は、画素ＴＦＴ２０４
のドレイン領域２２８から延在する半導体層２２９とゲート絶縁膜を介して容量配線１３
３が重なる領域で形成されている。
【００８０】
以上のような工程を経て本発明のデュアルビームレーザーアニール法から形成された第2
の形状の島状半導体層は、特にチャネル形成領域において結晶粒が大粒形化され、粒界の
少ない構造を有している。このような第2の形状の島状半導体層を用いて、画素ＴＦＴお
よび駆動回路が要求する仕様に応じて各回路を構成するＴＦＴの構造を最適化することに
より、半導体装置の動作性能と信頼性を向上させることを可能としている。さらにゲート
電極を耐熱性を有する導電性材料で形成することによりＬＤＤ領域やソース領域およびド
レイン領域の活性化を容易としている。そして、このようなアクティブマトリクス基板で
高品質な表示装置を実現することができる。本実施例で作製したアクティブマトリクス基
板からは、反射型の液晶表示装置を作製することができる。
【００８１】
［実施例２］
実施例１で作製したアクティブマトリクス基板はそのまま反射型の液晶表示装置に適用す
ることができる。一方、透過型の液晶表示装置とする場合には画素部の各画素に設ける画
素電極を透明電極で形成すれば良い。本実施例では透過型の液晶表示装置に対応するアク
ティブマトリクス基板の作製方法について図１６を用いて説明する。
【００８２】
アクティブマトリクス基板は実施例１と同様に作製する。図１６ではそのうち画素部の構
成について示す。図１６（Ａ）では最初に第２の層間絶縁膜上に透明導電膜を形成し、パ
ターニング処理およびエッチング処理をして画素電極１７１を形成した後、ドレイン配線
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１７２を画素電極１７１と重なる部分を設けて形成する例である。ドレイン配線１７２は
、図１６（Ｂ）で示すようにＴｉ膜１７２ａを５０～１５０ｎｍの厚さで形成し、島状半
導体層のソースまたはドレイン領域を形成する半導体膜とコンタクトを形成し、そのＴｉ
膜１７２ａ上に重ねてＡｌ膜１７２ｂを３００～４００ｎｍの厚さで形成して設ける。こ
の構成にすると、画素電極１７１はドレイン配線１７２を形成するＴｉ膜１７２ａのみと
接触することになる。その結果、透明導電膜材料とＡｌとが直接接し反応するのを確実に
防止できる。
【００８３】
透明導電膜の材料は、酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）や酸化インジウム酸化スズ合金（Ｉｎ

2Ｏ3―ＳｎＯ2；ＩＴＯ）などをスパッタ法や真空蒸着法などを用いて形成して用いるこ
とができる。このような材料のエッチング処理は塩酸系の溶液により行う。しかし、特に
ＩＴＯのエッチングは残渣が発生しやすいので、エッチング加工性を改善するために酸化
インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）を用いても良い。酸化インジウム酸化亜鉛
合金は表面平滑性に優れ、ＩＴＯと比較して熱安定性にも優れているという特徴をもつ。
同様に、酸化亜鉛（ＺｎＯ）も適した材料であり、さらに可視光の透過率や導電率を高め
るためにガリウム（Ｇａ）を添加した酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）などを用いることができ
る。
【００８４】
駆動回路の構成は実施例１と同様にすれば良く、このようにして透過型の表示装置に対応
したアクティブマトリクス基板を完成させることができる。
【００８５】
［実施例３］
非晶質構造を有する島状半導体層から本発明のデュアルビームレーザーアニール法で結晶
構造を有する島状半導体層を作製する方法において、実施形態２の方法により作製される
結晶構造を有する島状半導体層には、結晶化の為に用いた微量（１×１０17～１×１０19

／ｃｍ3程度）の触媒元素が残留する。勿論、そのような状態でもＴＦＴを完成させるこ
とが可能であるが、残留する触媒元素を少なくともチャネル形成領域から除去する方がよ
り好ましい。この触媒元素を除去する手段の一つにリン（Ｐ）によるゲッタリング作用を
利用する手段がある。
【００８６】
この目的におけるリン（Ｐ）によるゲッタリング処理は、図１２（Ａ）で説明した活性化
工程で並行して行うことができる。この様子を図１７で説明する。ゲッタリングに必要な
リン（Ｐ）の濃度は高濃度ｎ型不純物領域の不純物濃度と同程度でよく、活性化工程の熱
アニールにより、ｎチャネル型ＴＦＴおよびｐチャネル型ＴＦＴのチャネル形成領域から
触媒元素をその濃度でリン（Ｐ）を含有する不純物領域へ偏析させることができる（図１
７で示す矢印の方向）。その結果その不純物領域には触媒元素が偏析し、その濃度は１×
１０17～１×１０19atoms/cm3程度となる。このようにして作製したＴＦＴはオフ電流値
が下がり、結晶性が良いことから高い電界効果移動度が得られ、良好な特性を達成するこ
とができる。
【００８７】
［実施例４］
本実施例では実施例１で作製したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリクス
型液晶表示装置を作製する工程を説明する。図１８に示すように、図１２（Ｂ）の状態の
アクティブマトリクス基板に柱状スペーサ９０１、９０２を形成する。スペーサは数μｍ
の粒子を散布して設ける方法でも良いが、このように基板全面に樹脂膜を形成した後これ
をパターニングして柱状スペーサ形成しても良い。このような柱状スペーサの材料に限定
はないが、例えば、ＪＳＲ社製のＮＮ７００を用い、スピナーで塗布した後、露光と現像
処理によって所定のパターンに形成する。さらにクリーンオーブンなどを用い１５０～２
００℃で加熱して硬化させる。こうして作製する柱状スペーサは露光と現像処理の条件に
よって形状を異ならせることができるが、好ましくは、柱状スペーサ９０１、９０２の形
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状は柱状で頂部が平坦な形状となるようにすると、対向側の基板を合わせたときに液晶表
示パネルとしての機械的な強度を確保するうえで好適である。柱状の形状は円柱状、角柱
状など特別の限定はないが、例えば円柱状としたときに具体的には、高さＨを１．２～５
μｍとし、平均半径Ｌ１を５～７μｍ、平均半径Ｌ１と底部の半径Ｌ２との比を１対１．
５とする。このとき側面のテーパー角は±１５°以下とする。
【００８８】
柱状スペーサの配置は任意に決定すれば良いが、好ましくは、図１８で示すように、画素
部においてはドレイン配線１６６（画素電極）のコンタクト部２３５と重ねてその部分を
覆うように柱状スペーサ９０２を形成すると良い。コンタクト部２３５は平坦性が損なわ
れこの部分では液晶がうまく配向しなくなるので、このようにしてコンタクト部２３５に
スペーサ用の樹脂を充填する形で柱状スペーサ９０２を形成することでディスクリネーシ
ョンなどを防止することができる。
【００８９】
その後、配向膜９０３を形成する。通常液晶表示素子の配向膜にはポリイミド樹脂を用い
る。配向膜を形成した後、ラビング処理を施して液晶分子がある一定のプレチルト角を持
って配向するようにする。画素部に設けた柱状スペーサ９０２の端部からラビング方向に
対してラビングされない領域が２μｍ以下となるようにする。また、ラビング処理では静
電気の発生がしばしば問題となるが、駆動回路のＴＦＴ上であって、ソース配線およびド
レイン配線を覆うように柱状スペーサ９０１を形成すると、スペーサとしての本来の役割
と、ラビング工程における静電気からＴＦＴを保護する効果を得ることができる。図１８
では柱状スペーサ９０１を駆動回路のＴＦＴ上のソース配線およびドレイン配線上に分割
して形成したが、その他に、駆動回路の全面を覆って形成しても差し支えない。
【００９０】
対向側の対向基板９０４には、遮光膜９０５、透明導電膜９０６および配向膜９０７を形
成する。遮光膜９０５はＴｉ、Ｃｒ、Ａｌなどを１５０～３００ｎｍの厚さで形成する。
そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール
剤９０８で貼り合わせる。シール剤９０８にはフィラー９０９が混入されていて、このフ
ィラー９０９と柱状スペーサ９０１、９０２によって均一な間隔を持って２枚の基板が貼
り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料９１０を注入し、封止剤（図示せず）に
よって完全に封止する。液晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。例えば、ＴＮ液晶
の他に、電場に対して透過率が連続的に変化する電気光学応答性を示す、無しきい値反強
誘電性混合液晶を用いることもできる。この無しきい値反強誘電性混合液晶には、Ｖ字型
の電気光学応答特性を示すものもある。このようにして図１８に示すアクティブマトリク
ス型液晶表示装置が完成する。
【００９１】
図１９はアクティブマトリクス基板の上面図を示し、画素部および駆動回路部とスペーサ
およびシール剤の位置関係を示す上面図である。画素部７００の周辺に駆動回路として走
査信号駆動回路７０１と画像信号駆動回路７０２が設けられている。さらに、その他ＣＰ
Ｕやメモリーなどの信号処理回路７０３も付加されていても良い。そして、これらの駆動
回路は接続配線７１１によって外部入出力端子７１０と接続されている。画素部７００で
は走査信号駆動回路７０１から延在するゲート配線群７０４と画像信号駆動回路７０２か
ら延在するソース配線群７０５がマトリクス状に交差して画素を形成し、各画素にはそれ
ぞれ画素ＴＦＴ２０４と保持容量２０５が設けられている。
【００９２】
画素部において設けられる柱状スペーサ７０６は、図１８で示した柱状スペーサ９０２に
対応するもので、すべての画素に対して設けても良いが、マトリクス状に配列した画素の
数個から数十個おきに設けても良い。即ち、画素部を構成する画素の全数に対するスペー
サの数の割合は２０～１００％とすると良い。また、駆動回路部に設けるスペーサ７０７
、７０８、７０９はその全面を覆うように設けても良いし、図１８で示したように各ＴＦ
Ｔのソースおよびドレイン配線の位置にあわせて複数個に分割して設けても良い。



(20) JP 4637333 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

【００９３】
シール剤７１４は、基板１０１上の画素部７００および走査信号制御回路７０１、画像信
号制御回路７０２、その他の信号処理回路７０３の外側であって、外部入出力端子７１０
よりも内側に形成する。
【００９４】
このようなアクティブマトリクス型液晶表示装置の構成を図２０の斜視図を用いて説明す
る。図２０においてアクティブマトリクス基板は、ガラス基板１０１上に形成された、画
素部７００と、走査信号駆動回路７０１と、画像信号駆動回路７０２とその他の信号処理
回路７０３とで構成される。画素部７００には画素ＴＦＴ２０４と保持容量２０５が設け
られ、画素部の周辺に設けられる駆動回路はＣＭＯＳ回路を基本として構成されている。
走査信号駆動回路７０１と、画像信号駆動回路７０２はそれぞれゲート配線１３２とソー
ス配線１６１で画素ＴＦＴ２０４に接続している。また、フレキシブルプリント配線板（
Flexible Printed Circuit：ＦＰＣ）７１３が外部入力端子７１０に接続していて画像信
号などを入力するのに用いる。フレキシブルプリント配線板７１３は補強樹脂７１２で接
着強度を高めて固定されている。そして接続配線７１１でそれぞれの駆動回路に接続して
いる。また、対向基板１７５には図示していないが、遮光膜や透明電極が設けられている
。
【００９５】
このような構成の液晶表示装置は、実施例１～３で示したアクティブマトリクス基板を用
いて形成することができる。例えば、実施例１で示すアクティブマトリクス基板を用いれ
ば反射型の液晶表示装置が得られ、実施例２で示すアクティブマトリクス基板を用いると
透過型の液晶表示装置を得ることができる。
【００９６】
［実施例５］
本実施例では、本発明をアクティブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス（有機Ｅ
Ｌ）材料を用いた表示装置（有機ＥＬ表示装置）に適用した例を図２１で説明する。図２
１（Ａ）はガラス基板上に表示領域とその周辺に駆動回路を設けたアクティブマトリクス
型有機ＥＬ表示装置の回路図を示す。この有機ＥＬ表示装置は、基板上に設けられた表示
領域１１、Ｘ方向周辺駆動回路１２、Ｙ方向周辺駆動回路１３から成る。この表示領域１
１は、スイッチ用ＴＦＴ３０、保持容量３２、電流制御用ＴＦＴ３１、有機ＥＬ素子３３
、Ｘ方向信号線１８ａ、１８ｂ、電源線１９ａ、１９ｂ、Ｙ方向信号線２０ａ、２０ｂ、
２０ｃなどにより構成される。
【００９７】
図２１（Ｂ）はほぼ一画素分の上面図を示している。スイッチ用ＴＦＴ３０は図１０（Ｃ
）に示すｎチャネル型ＴＦＴ２０４と同様にして形成し、電流制御用ＴＦＴ３１はｎチャ
ネル型ＴＦＴ２０１と同様にして形成すると良い。
【００９８】
図２２は図２１（Ｂ）におけるＢ－Ｂ'断面図であり、スイッチ用ＴＦＴ３０、保持容量
３２、電流制御用ＴＦＴ３１および有機ＥＬ素子部の断面図を示している。図２２におい
て、島状半導体層４３、４４は実施形態１～４の方法で作製する。そして、基板４０上に
下地膜４１、４２、ゲート絶縁膜４５、第1の層間絶縁膜４６、ゲート電極４７、４８、
容量配線４９、ソースおよびドレイン配線１８ａ、１９ａ、５１、５２、第２の層間絶縁
膜５０は実施例１と同様にして作製する。そして、その上に第２の層間絶縁膜５０と同様
にして、第３の層間絶縁膜５３を形成し、さらにドレイン配線５２に達するコンタクトホ
ールを形成した後、透明導電膜から成る画素電極５４を形成する。有機ＥＬ素子部は、こ
の画素電極５４とその画素電極上と第３の層間絶縁膜５３上に渡って形成された有機ＥＬ
層５５と、その上に形成されたＭｇＡｇ化合物からなる第１の電極５６、Ａｌから成る第
２の電極５７により形成されている。そして、図示しないがカラーフィルターを設ければ
カラー表示をすることも可能である。いずれにしても、実施例１～５で示したアクティブ
マトリクス基板の作製方法を応用」すれば容易にアクティブマトリクス型ＥＬ表示装置を
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作製することができる。このようなアクティブマトリクス型ＥＬ表示装置は実施例１～３
を自由に組み合わせて作製されるアクティブマトリクス基板を用いて作製することができ
る。
【００９９】
［実施例６］
本発明を実施して作製されたアクティブマトリクス基板および液晶表示装置並びにＥＬ型
表示装置は様々な電気光学装置に用いることができる。そして、そのような電気光学装置
を表示媒体として組み込んだ電子機器全てに本発明を適用することがでできる。電子機器
としては、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯情報端末（モ
バイルコンピュータ、携帯電話、電子書籍など）、ナビゲーションシステムなどが上げら
れる。
【０１００】
図２３（Ａ）は携帯情報端末であり、本体２２０１、画像入力部２２０２、受像部２２０
３、操作スイッチ２２０４、表示装置２２０５で構成される。本発明は表示装置２２０５
やその他の信号制御回路に適用することができる。
【０１０１】
このような携帯型情報端末は、屋内はもとより屋外で使用されることも多い。長時間の使
用を可能とするためにはバックライト使用せず、外光を利用する反射型の液晶表示装置が
低消費電力型として適しているが、周囲が暗い場合にはバックライトを設けた透過型の液
晶表示装置が適している。このような背景から反射型と透過型の両方の特徴を兼ね備えた
ハイブリット型の液晶表示装置が開発されているが、本発明はこのようなハイブリット型
の液晶表示装置にも適用できる。表示装置２２０５はタッチパネル３００２、液晶表示装
置３００３、ＬＥＤバックライト３００４により構成されている。タッチパネル３００２
は携帯型情報端末の操作を簡便にするために設けている。タッチパネル３００２の構成は
、一端にＬＥＤなどの発光素子３１００を、他の一端にフォトダイオードなどの受光素子
３２００が設けられ、その両者の間に光路が形成されている。このタッチパネル３００２
を押して光路を遮ると受光素子３２００の出力が変化するので、この原理を用いて発光素
子と受光素子を液晶表示装置上でマトリクス状に配置させることにより、入力媒体として
機能させることができる。
【０１０２】
図２３（Ｂ）はハイブリット型の液晶表示装置の画素部の構成であり、画素ＴＦＴ２０４
および保持容量２０５上の層間絶縁膜上にドレイン配線１７７と画素電極１７８が設けら
れている。このような構成は、実施例４を適用すれば形成することができる。ドレイン配
線はＴｉ膜とＡｌ膜の積層構造として画素電極を兼ねる構成としている。画素電極１７８
は実施例４で説明した透明導電膜材料を用いて形成する。液晶表示装置３００３をこのよ
うなアクティブマトリクス基板から作製することで携帯型情報端末に好適に用いることが
できる。
【０１０３】
図２４（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、マイクロプロセッサやメモリーなどを備
えた本体２００１、画像入力部２００２、表示装置２００３、キーボード２００４で構成
される。本発明は表示装置２００３やその他の信号処理回路を形成することができる。
【０１０４】
図２４（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示装置２１０２、音声入力部２１
０３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６で構成される。本発
明は表示装置２１０２やその他の信号制御回路に適用することができる。
【０１０５】
図２４（Ｃ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２９０１、表示装置２９０２、アー
ム部２９０３から成っている。本発明は表示装置２９０２やその他図示されていない信号
制御回路に適用することができる。
【０１０６】
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図２４（Ｄ）はテレビゲームまたはビデオゲームなどの電子遊技機器であり、ＣＰＵ等の
電子回路２３０８、記録媒体２３０４などが搭載された本体２３０１、コントローラ２３
０５、表示装置２３０３、本体２３０１に組み込まれた表示装置２３０２で構成される。
表示装置２３０３と本体２３０１に組み込まれた表示装置２３０２とは、同じ情報を表示
しても良いし、前者を主表示装置とし、後者を副表示装置として記録媒体２３０４の情報
を表示したり、機器の動作状態を表示したり、或いはタッチセンサーの機能を付加して操
作盤とすることもできる。また、本体２３０１とコントローラ２３０５と表示装置２３０
３とは、相互に信号を伝達するために有線通信としても良いし、センサ部２３０６、２３
０７を設けて無線通信または光通信としても良い。本発明は、表示装置２３０２、２３０
３に適用することができる。表示装置２３０３は従来のＣＲＴを用いることもできる。
【０１０７】
図２４（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレー
ヤーであり、本体２４０１、表示装置２４０２、スピーカー部２４０３、記録媒体２４０
４、操作スイッチ２４０５で構成される。尚、記録媒体にはＤＶＤ（Digital Versatile 
Disc）やコンパクトディスク（ＣＤ）などを用い、音楽プログラムの再生や映像表示、ビ
デオゲーム（またはテレビゲーム）やインターネットを介した情報表示などを行うことが
できる。本発明は表示装置２４０２やその他の信号制御回路に好適に利用することができ
る。
【０１０８】
図２４（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示装置２５０２、接眼部２５０
３、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）で構成される。本発明は表示装置２５
０２やその他の信号制御回路に適用することができる。
【０１０９】
図２５（Ａ）はフロント型プロジェクターであり、光源光学系および表示装置２６０１、
スクリーン２６０２で構成される。本発明は表示装置やその他の信号制御回路に適用する
ことができる。図２５（Ｂ）はリア型プロジェクターであり、本体２７０１、光源光学系
および表示装置２７０２、ミラー２７０３、スクリーン２７０４で構成される。本発明は
表示装置やその他の信号制御回路に適用することができる。
【０１１０】
なお、図２５（Ｃ）に、図２５（Ａ）および図２５（Ｂ）における光源光学系および表示
装置２６０１、２７０２の構造の一例を示す。光源光学系および表示装置２６０１、２７
０２は光源光学系２８０１、ミラー２８０２、２８０４～２８０６、ダイクロイックミラ
ー２８０３、ビームスプリッター２８０７、液晶表示装置２８０８、位相差板２８０９、
投射光学系２８１０で構成される。投射光学系２８１０は複数の光学レンズで構成される
。図２５（Ｃ）では液晶表示装置２８０８を三つ使用する三板式の例を示したが、このよ
うな方式に限定されず、単板式の光学系で構成しても良い。また、図２５（Ｃ）中で矢印
で示した光路には適宣光学レンズや偏光機能を有するフィルムや位相を調節するためのフ
ィルムや、ＩＲフィルムなどを設けても良い。また、図２５（Ｄ）は図２５（Ｃ）におけ
る光源光学系２８０１の構造の一例を示した図である。本実施例では、光源光学系２８０
１はリフレクター２８１１、光源２８１２、レンズアレイ２８１３、２８１４、偏光変換
素子２８１５、集光レンズ２８１６で構成される。尚、図２５（Ｄ）に示した光源光学系
は一例であって図示した構成に限定されるものではない。
【０１１１】
また、ここでは図示しなかったが、本発明はその他にも、ナビゲーションシステムやイメ
ージセンサの読み取り回路などに適用することも可能である。このように本願発明の適用
範囲はきわめて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実
施例の電子機器は実施例１～５の技術を用いて実現することができる。
【０１１２】
【発明の効果】
本発明の結晶質半導体膜は、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザーやアルゴ
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して、島状半導体層が形成された基板の表側と裏側との両方から照射するレーザーアニー
ル法により得られる。このようなレーザーアニール法に用いるレーザー装置は複雑な構成
を必要とせず、基板の裏面にミラーを設けるだけでよい。従って、処理基板の大型化にも
容易に対応することができる。
【０１１３】
そして、以上の如く、本発明により結晶粒の位置とその大きさを制御した結晶質半導体膜
を得ることができる。また、このような結晶質半導体膜をＴＦＴのチャネル形成領域に用
いることにより高速動作が可能なＴＦＴを実現することができる。さらに、このようなＴ
ＦＴを透過型の液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス材料を用いた表示装置など
のさまざまな半導体装置に適用できる技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に関わるレーザーアニール法の概念を説明する図。
【図２】　レーザーアニール装置の構成を説明する図。
【図３】　レーザーアニール装置の光学系の構成を説明する図。
【図４】　レーザーアニール装置の光学系の構成を説明する図。
【図５】　本発明の島状半導体層の作製工程を説明する図。
【図６】　本発明の結晶化の概念を説明する図。
【図７】　本発明の島状半導体層の作製工程を説明する図。
【図８】　本発明の島状半導体層の作製工程を説明する図。
【図９】　本発明の島状半導体層の作製工程を説明する図。
【図１０】　画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程を示す断面図。
【図１１】　画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程を示す断面図。
【図１２】　画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程を示す断面図。
【図１３】　駆動回路のＴＦＴの作製工程を示す上面図。
【図１４】　画素ＴＦＴの作製工程を示す上面図。
【図１５】　画素部の画素構造を示す上面図。
【図１６】　画素ＴＦＴの構成を示す断面図。
【図１７】　画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程を示す断面図。
【図１８】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図１９】　液晶表示装置の入出力端子、配線、回路配置、スペーサ、シール剤の配置を
説明する上面図。
【図２０】　液晶表示装置の構造を示す斜視図。
【図２１】　アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の構成を示す図。
【図２２】　アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の画素部の構成を示す断面図。
【図２３】　半導体装置の一例を示す図。
【図２４】　半導体装置の一例を示す図。
【図２５】　投影型液晶表示装置の構成を示す図。
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